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航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の
規
定
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連

合
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
（
以
下
「
構
成
国
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
既
存
の
二
国
間
航
空
協
定
の
特
定

の
規
定
を
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
航
空
関
係
の
現
状
を
踏
ま
え
た
内
容
と
す
る
こ
と
で
、
航
空
関
係
の
安
定
的
な
発
展

に
向
け
た
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
二
月
二
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
署
名
さ
れ

た
。こ

の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
八
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
の
特
権
等
の
取

消
し
等
に
関
す
る
権
利
の
条
件
と
し
て
、
当
該
航
空
企
業
の
過
半
数
の
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
構
成
国
若
し
く
は
附
属

書
Ⅲ
に
掲
げ
る
国
又
は
こ
れ
ら
の
国
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
等
を
規
定
し
、
そ
の
規
定
は
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本

国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
対
応
す
る
規
定
に
代
え
て
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。



二

二
、
附
属
書
Ⅰ
に
は
、
こ
の
協
定
に
関
連
す
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
と
し
て
、
日
・
オ
ー
ス

ト
リ
ア
協
定
、
日
・
ベ
ル
ギ
ー
協
定
、
日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
、
日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
、
日
・
フ
ラ
ン
ス
協
定
、
日
・

ド
イ
ツ
協
定
、
日
・
ギ
リ
シ
ャ
協
定
、
日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
、
日
・
イ
タ
リ
ア
協
定
、
日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
、
日
・
ポ
ー

ラ
ン
ド
協
定
、
日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
及
び
日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
を
掲
げ
て
い
る
。

三
、
附
属
書
Ⅲ
に
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
公
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
及
び
ス
イ
ス
連
邦
を
掲
げ
て
い

る
。

四
、
一
方
の
締
約
者
は
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
内
部
手
続
が
完
了
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
通
告
を
行
い
、
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
に
こ
の
協
定
は
効
力
を
生

ず
る
。


